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近年、研究開発における不祥事や論文の捏造などの問題により研究者・技術者の倫理観

が社会的に厳しく求められるようになり、研究者倫理の学び方においても学会が果たす役

割が改めて問われています。 

本学会および所属会員が、リモートセンシングが社会にもたらす影響を認識し、社会にお

いて求められる役割を果たすとともに、科学技術の発展、社会への貢献および公益へ寄与

することを目的として、学会としての行動規範の制定を提案させて頂きます。行動規範は、

5月 12日の総会での制定を目指しておりますが、制定に先立ち会員の皆様より広く意見を

募ります。 

つきましては、下記「行動規範(案)」に対してご意見、ご提案がありましたら、2016年 5

月 6日までに、以下の連絡先へメールにて送付をお願い致します。 

送付先：学会事務局 info@rssj.or.jp 

 

行動規範(案) 

平成 28年 5月 12日制定 

[学会の社会的責任] 

(学術の発展と社会への貢献) 

1. 学会は、リモートセンシングに関する研究の進展と知識の普及に関する事業を行い、学

術の発展と公益に寄与することを目的とする。 

2. 学会は、リモートセンシングの活用により、その成果を通じて人類の生存、社会の持続

的な発展、地球環境の保全に貢献することを目指す。 

3. 学会は、社会課題の解決を目的として、学術的かつ中立的な立場から一定の見解を提

言・提案等により外部に発信するとともに、リモートセンシングの社会実装に貢献する。 

(学術交流) 

4. 学会は、環境、気象、海洋、生態、地理、測量、地質、防災、資源探査、農林業、水産、

土木、建築、情報、計測、機械、宇宙開発などの幅広い分野における取組を推進するこ

とにより、既存の学問領域を越えた研究活動の発展に寄与する。 

5. 学会は、国内および国外の関係学協会等との協力・連携を深め、学際的かつ国際的な研

究の創出と発展に貢献する。 

(教育と啓発) 

6. 学会は、リモートセンシングの推進のため、関連する教育の推進、専門家となる人材の

育成および継続的な能力開発のための活動を行う。 
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7. 学会は、会員(個人・法人)間で協力し、研究成果を広く社会に還元するための普及・啓

発活動を継続的に推進する。 

 

[会員の社会的責任] 

(研究を通じた社会への貢献) 

8. 会員は、リモートセンシングの発展のため、自らの専門知識・能力等の向上に努めると

ともに、学会活動を通じた他の研究者との切磋琢磨により学術の発展に寄与する。 

9. 会員は、所属組織を通じた活動等により、国際社会、地域社会に対してリモートセンシ

ングの活用による貢献に努める。 

(科学的事実の尊重) 

10. 会員は、研究等の活動において自らを厳しく律し、得られたデータや結果の捏造、改ざ

ん及び他者の研究成果等の盗用、二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切な

オーサーシップ等の不正行為を決して行わず、すべての関連する行動において，社会か

らの信頼が確保できるように努める。 

(他者の権利の尊重・保護) 

11. 会員は、人権を尊重し、個人情報の保全に留意するとともに、国籍、性別等による差別

をせず、多様な価値観を尊重する。 

(法令等の遵守) 

12. 会員は，活動等にあたって法令や関係規則および所属機関の倫理規定等を守るととも

に、本行動規範に基づいて行動する。 

 

 

 

 


